
特化則の第２類物質に酸化プロピレンなど追加 
 

～安衛法施行令等の改正が公布されています～ 
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成 23 年政令第 4 号。

平成 23 年 1 月 14 日公布。)により、特定化学物質の第 2 類物質に「酸化プ

ロピレン」及び「１,１―ジメチルヒドラジン」が加わりました（平成２３年 4 月 1

日から）。 

また、石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等を見直すことを主な内容

とした「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」（政令第４号）が、

１月14日公布されました。 
 

主な改正事項 
① 作業環境測定、健康診断等の実施 

酸化プロピレン及び１・１－ジメチルヒドラジンは特定化学物質（第２類物質）に追加されました。 

 

② 名称の表示 

酸化プロピレン、１・４－ジクロロ－２―ブテン、１・１－ジメチルヒドラジン及び１・３－プロパン

スルトンについては、譲渡・提供時に名称等の表示が必要となりました。 

 

③ 健康管理手帳の交付 

無機ひ素化合物（アルシン及びひ化ガリウムを除く）を製造する工程において、粉砕する業務

については、健康管理手帳の交付の対象となりました。 

 

④ 石綿等の全面禁止（平成18年９月１日）禁止 

代替が困難であった適用除外製品等について、一部について代替化が可能になったこと等か

ら、それらの製造等が禁止となりました。 

 

上記①～③については平成23年４月１日、④については同３月１日施行なっています。 

 

 

酸化プロピレン及び１・１－ジメチルヒドラジンについて 
事業者は 

１．作業環境管理及び作業管理  

① 作業環境測定を６月以内ごとに１回行うこと。 

② 作業環境測定結果の記録は30年間保管すること。  

 

２．健康診断 

① 雇い入れの際、当該作業への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、医師による健康診断

を定期に実施。 

② 対象物が漏洩し、労働者が汚染された時は、医師による診察または処置を受けさせる。 

③ 健康診断を実施したときには、その記録は３０年間保存 

④ 特定化学物質健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出 

⑤ 健康診断の結果を労働者に通知。 

 

を実施することが必要です。 



 
※ 厚生労働省発行：『特定化学物質障害予防規則等が改正されました』 より 

 

お問い合せ先：（財）京都工場保健会 環境保健部 

電話075-823-0528 http://www.kankyosokutei.jp/ 


